
経歴放送の実施（日本放送協会）について 

 

１ 経歴放送の実施放送局及び回数について 

経歴放送は、候補者から提出された経歴書に基づき、日本放送協会のラジオ放送に

よりおおむね 10回及びテレビジョン放送により１回行われます。 

 

２ 経歴放送の時間について 

候補者１人について１回につき 30秒以内で行われます。 

 

３ 経歴書の提出について 

(1) 候補者は、別紙の経歴書を選挙期日の公示日の午後５時までに日本放送協会に対し

て提出してください。経歴書の提出の受付場所及び受付時間は、次のとおりです。 

① 選挙期日の公示日 

提 出 受 付 場 所 提出受付時間 

福岡市博多区東公園７－７ 福岡県庁 

県庁３階 講堂         8:30～11:00 

県庁９階 選挙管理委員会室 11:00～17:00 

8:30～17:00 

② 選挙期日の公示日前 

提 出 受 付 場 所 提出受付時間 

福岡市中央区六本松１－１－10 

ＮＨＫ福岡放送局１階ロビー 

月～金 10:00～16:00 

土・日・祝日は行いません 

※ 政党届出の候補者にあっては、政党でとりまとめの上、御提出願います。 

 

(2) 経歴書を電子データで提出する場合は、日本放送協会が定める様式・提出方法によ

り提出してください。 

 

(3) 経歴書を紙で提出する場合は、背景無地の無帽かつ正面向きのカラー顔写真で、縦

４センチメートル、横３センチメートルの長方形のものを３枚用意し、１ 枚は経歴

書に貼り付け、他の２枚はそのまま同時に提出してください。 写真が提出されない

候補者については、字幕のみのテレビジョン放送による経歴放送となります。 

 

(4) 経歴書の記載が経歴書として著しく適当でないと認められるときは、その修正を求

めることがあります。 

なお、経歴書が提出されない場合又は日本放送協会の修正の求めに応じない場合に

は、日本放送協会は公職選挙法第 86条第 13項の規定による告示に基づいて経歴書を

調製し経歴放送を行います。 

 

 

 

 

 



４ 経歴放送の日時について 

経歴放送の日時については、日本放送協会にお問い合わせください。 

なお、経歴放送は、原則として、公職選挙法第 169 条第 6 項の規定により小選挙区ご

とに県選挙管理委員会がくじで定めた選挙公報の掲載の順序に基づいて行われます。選

挙公報の申込みを行わない候補者があった場合には、日本放送協会がくじで定めた順序

に基づいて行われます。 

 

５ その他 

以上のほか、さらに細かい事項については、県選挙管理委員会又は日本放送協会にお尋

ねください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（紙で提出する場合） 

候 補 者 経 歴 書 

 選    挙   区  福岡県第   区  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ふ り が な 

届 出 政 党 名 

 

 

ふ り が な 

氏 名 

 

性 別   

生 年 月 日        年    月    日  （    歳） 

主 要 な 経 歴 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写  真  貼  付  欄 
縦４ｃｍ 
横３ｃｍ 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 上記のとおり提出します 。 
 
  令和  年  月  日 

候補者の住所                    
 
 

候補者の氏名                印 
 
 
 ＮＨＫ            放送局 殿 

備考１ 当該選挙の公示のあった日の午後５時までに、ＮＨＫが指定する場所にこの経歴書を提出する。 
  ２ 届出政党名欄には、候補者届出政党の届出候補者のみが記入する。また、名称の字数が２０字を

超える場合は、放送用として２０字以内の略称を併記する。 
  ３ 氏名欄には、当該選挙長の認定した通称があるときは、その通称を記載する。 
  ４ 年齢欄には、選挙の期日により算定した満年齢を記載する。 
  ５ 主要な経歴欄には、５０字以内で記載し、固有名詞にはふりがなを付ける。 
  ６ 写真貼付欄に写真を１枚貼り付けるとともに、同じ写真を２枚添付する。 
（注意） 経歴書を提出しない候補者の経歴放送は、氏名、年齢、候補者届出政党の名称、職業の紹介に

限られます。また、写真の提出のない候補者は、テレビでは字幕のみの経歴放送になります。 


